
議案第１９号

　　　�川崎市貸切自動車条例の一部を改正する条例の制定について

　川崎市貸切自動車条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。

　　　　　　　　　　　　令和 ８ 年 ２ 月１２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

　　　�川崎市貸切自動車条例の一部を改正する条例

　川崎市貸切自動車条例（平成１７年川崎市条例第２号）の一部を次のように

改正する。

　第２条第１項の表中「７，６８０円」を「１１，０００円」に、「１７０円」

を「２６０円」に改め、同条第２項の表中「３，０８０円」を「４，０８０円」

に、「４０円」を「６０円」に改める。

　第３条中「３割以内で」を削る。

　　　附　則

　この条例は、令和８年５月１日から施行する。

参考資料

　　　制　定　要　旨

　貸切自動車の運賃及び料金の改定を行うこと等のため、この条例を制定する

ものである。




